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１. はじめに

「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（平成 25 年原子力

規制委員会規則第 6号）は、機能要求又は性能水準要求を規定しており、これを満たす

具体的仕様は、「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈」

（平成 25 年 6月 19日付け原規技発第 1306194 号。以下「技術基準規則解釈」という。）

において、技術評価した民間規格を引用している。 

日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（以下「設計・建設規格」

という。）2005 年版/2007 年追補版、設計・建設規格 2012 年版、「発電用原子力設備

規格 材料規格」（以下「材料規格」という。）2012 年版、「発電用原子力設備規格 溶

接規格」（以下「溶接規格」という。）2007 年版及び溶接規格 2012 年版/2013 年追補

並びに日本電気協会「原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）」（以下

「漏えい率試験規程」という。）は、技術基準規則解釈において引用されている。 

原子力規制委員会は、「原子力規制委員会における民間規格の活用について」（平成

26 年 11 月 12 日原子力規制委員会）において、技術基準規則解釈で引用している民間規

格の誤りの訂正への対応として、要求内容の変更を伴う訂正であるときは、訂正内容を

技術評価し、必要な場合は技術基準規則解釈を改正することとした。 

日本機械学会は、設計・建設規格、材料規格及び溶接規格の規定の合計 44 件の訂正

として、平成 27 年 4月 27 日に正誤表（以下「日本機械学会正誤表」という。）を発行

した。 

また、日本電気協会は、漏えい率試験規程の規定の合計 13件の訂正として、平成 27

年 4 月 21日に正誤表（以下「日本電気協会正誤表」という。）を発行した。 

 本評価書は、原子力規制委員会として、日本機械学会正誤表及び日本電気協会正誤

表の全ての訂正について確認し、要求内容の変更を伴うそれぞれ 12件及び 1件の訂正 1

に関して技術評価を行い、取りまとめたものである。 

1 規格のうち、技術基準規則解釈に引用されていない年版及び解説に係る訂正については、技術評価の対

象外である。
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２. 日本機械学会正誤表により訂正された事項の技術的妥当性 
 訂正内容の分類 ２.１
日本機械学会正誤表は、設計・建設規格 35件、材料規格 2件及び溶接規格 7件の合

計 44 件の訂正を行うものである。これらの訂正のうち、技術評価の対象とする要求

内容に変更のある訂正は、表１に示す 12 件であった。なお、日本機械学会正誤

表を添付資料１に示す。 

 

表１ 要求内容に変更のある訂正 （○は訂正箇所を示す。） 

設計・建設規格 

規格番号 2005 年版/2007 年

追補版 

2012 年版 本評価書にお

ける該当箇所 

図 PVC-4212-3(9/9) ○ ○ ２.２.１.１ 

図 PVD-4112-3(9/9) ○ ○ 

図 PVE-4214-1(8/8) ○ ○ 

図 PPC-4010-4(6/6) ○ ○ 

図 PPD-4000-4(9/9) ○ － 

図 PPD-4010-4(9/9) － ○ 

図 PPH-4000-4(9/9) ○ － 

図 PPH-4010-4(9/9) － ○ 

PPD-3414(1)a. － ○ ２.２.１.２ 

付 録 材 料 図 表 Part1 

使用する材料の規格 

○ － ２.２.１.３ 

材料規格 

規格番号 2012 年版 本評価書にお

ける該当箇所 

Part2 第 1 章機器等の

区分と使用する材料

の規格 表 1 使用す

る材料の規格 

○ ２.２.２.１ 

溶接規格 

規格番号 2007 年版 2012 年版

/2013 年追補 

本評価書にお

ける該当箇所 

N-1130  － ○ ２.２.３.１ 
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 要求内容に変更のある訂正に関する技術評価 ２.２
 設計・建設規格 ２.２.１

２.２.１.１ 継手区分Ｄの構造に係る図 

（１）訂正の内容 

訂正の内容は、表２のとおり、tmin を算出する際に用いる tw を te に変更す

るものである。 

本件は、「電気工作物の溶接に関する技術基準を定める省令」（平成 12

年通商産業省令第 123 号）に係る「電気工作物の溶接の技術基準の解釈」（平

成 12 年 6 月 30 日 12 資公電技第 20 号。以下「溶技解釈」という。）を踏

まえて設計・建設規格 2001 年版を策定した際に生じた誤りであり、技術基

準規則解釈において引用している設計・建設規格 2005 年版/2007 年追補版及

び同 2012 年版に誤りがある。 

 

表２ 図 継手区分Ｄの構造の訂正点 （下線部分は訂正部分） 

設計・建設規格 2012 年版（2005 年版/2007 年追補版も同様） 

正誤表反映後 原文 

図 PVC-4212-3 クラス２容器 継手区分Ｄの

構造(9/9) 

［備考］1.  t ：容器または管の厚さ（mm） 
tn ：管台の厚さ（mm） 

te ：強め材の厚さ（mm） 

tw：部分溶接の場合における深

さ（mm）で 0.7 tmin 以上 

tmin：(17)から(24)まで、(31)から

(35)までおよび(38)につい

ては、t , tn または te のうち

小さいもの。ただし、19 

mm 以上とする必要はな

い。 

(25)から(28)までについて

は、管台が取り付けられる

部分の厚さ 

ただし、19 mm 以上とする

必要はない。 

図 PVC-4212-3 クラス２容器 継手区分Ｄの

構造(9/9) 

［備考］1.  t ：容器または管の厚さ（mm） 
tn ：管台の厚さ（mm） 

te ：強め材の厚さ（mm） 

tw：部分溶接の場合における深

さ（mm）で 0.7 tmin 以上 

tmin：(17)から(24)まで、(31)から

(35)までおよび(38)につい

ては、t , tn または tw のう

ち小さいもの。ただし、19 

mm 以上とする必要はな

い。 

(25)から(28)までについて

は、管台が取り付けられる

部分の厚さ 

ただし、19 mm 以上とする

必要はない。 
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同様の訂正が以下の規定にされている。 

図 PVD-4112-3 クラス３容器 継手区分Ｄの構造(9/9) 

図 PVE-4214-1 クラスＭＣ容器 継手区分Ｄの構造(8/8) 

図 PPC-4010-4 クラス２配管 継手区分Ｄの構造(6/6) 

図 PPD-4000-4 クラス３配管 継手区分Ｄの構造(9/9) （2005年版のみ） 

図 PPD-4010-4 クラス３配管 継手区分Ｄの構造(9/9) （2012年版のみ） 

図 PPH-4000-4 クラス４配管 継手区分Ｄの構造(9/9) （2005年版のみ） 

図 PPH-4010-4 クラス４配管 継手区分Ｄの構造(9/9) （2012年版のみ） 

 

参考（図 PVC-4212-3 クラス２容器 継手区分Ｄの構造(3/9)～(8/9)） 

 (17)       (18)  (19)  (20) 

 

 

 

 

 

 

 (21)      (22) 

 

 

 

 

 

t1 + t2 = 1.25 tmin 以上 
t1 または t2 は、0.7 tmin または 6 mm のうちいずれか小さい方以上 

 

t e
 

t 

tn 
0.5 tmin 以上 

tc 

胴に溶接

すること 
tw 

t e
 

t 

tn 0.7 tmin以上 

0.5 tmin 以上 
強め材に 
溶接すること 

tc 

tc 

t t t 

t 

t 2
 

t2 

t 2
 t2 

t1 
t1 

t1 
t1 

tn tn tn tn 
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 (23)      (24) 

 

 

 (31)         (32) PVE-4214-1 を除く 

 

 

(33)     (34) 
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30°以上 

0.5 tmin 以上 

tn 

t 

0.5 tmin 以上 

0.7 tmin 以上 
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0.7 tmin 以上 

0.5 tmin 以上 
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0.5 tmin 以上 

t w
 

t w
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以上 
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t w
 t
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0.5 tmin 以上 tc 

0.5 tmin 以上 tc 

tn 
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  (35) 

 

 

    (38)                  PVE-4214-1 の(32)は、左の(38) 

 

t1 + t2 = 1.25 tmin 以上 

t1 または t2 = 0.7 tmin または 6 mm のうちいずれか小さい方以上 

原子炉格納容器貫通配管部に限る。 

 

（２）技術評価の結果 

溶技解釈では、継手区分Ｄの tmin の寸法を、強め材を用いることも考慮し

て t、tn 又は te のうち小さいものとしている。 

したがって、継手区分Ｄの tmin の寸法を、t、tn 又は te のうち小さいもの

とする 8 件の訂正は、溶技解釈の規定とするものであり、技術的に妥当と判

断する。 

設計・建設規格 2005 年版/2007 年追補版及び同 2012 年版について、訂正後

の規定を技術基準規則解釈において引用するものとする。 

  

t 

t2 t1 

0.7 tn以上 0.7 tn以上 

t e
 

t n
 

tn 

tc 

t e
 

t 

0.5 tmin 以上 
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２.２.１.２ フランジ 

（１）訂正の内容 

クラス３配管のフランジの基準を規定した PPD-3414 において、表３に示す

ように、クラス２配管の溶接部の設計を規定した PPC-4010 を満足すること

を要求していた規定を、クラス３配管の溶接部の設計を規定した PPD-4010

を満足することを要求する規定に変更するものである。 

本件は、設計・建設規格 2010 年追補版において新規に規定した際に生じた

誤りであり、技術基準規則解釈において引用している設計・建設規格 2012

年版に誤りがある。 

 

表３ PPD-3414(1)a. フランジの訂正点 （下線部分は訂正部分） 

設計・建設規格 2012 年版 

正誤表反映後 原文 参考 

PPD-3414 フランジ 

(1) 管のフランジは、a.ま

たは b.のいずれかに適合

するものでなければなら

ない。ただし、(2)の規定

による場合は、この限り

でない。 

a. 日本工業規格 JIS B 

2220(2004)「鋼製管フ

ランジ」（材料に関す

る部分を除く）または

JIS B 2239(2004)「鋳

鉄製管フランジ」（材

料に関する部分を除

く）に適合するもの。

た だ し 、 JIS B 

2220(2004)「鋼製管フ

ランジ」については、

PPD-4010 の溶接部

の設計を満足するも

のに限る。 

b. 別表 2-1、2-2 に掲げ

るもの。 

PPD-3414 フランジ 

(1) 管のフランジは、a.ま

たは b.のいずれかに適合

するものでなければなら

ない。ただし、(2)の規定

による場合は、この限り

でない。 

a. 日本工業規格 JIS B 

2220(2004)「鋼製管フ

ランジ」（材料に関す

る部分を除く）または

JIS B 2239(2004)「鋳

鉄製管フランジ」（材

料に関する部分を除

く）に適合するもの。

た だ し 、 JIS B 

2220(2004)「鋼製管フ

ランジ」については、

PPC-4010の溶接部の

設計を満足するもの

に限る。 

b. 別表 2-1、2-2 に掲げ

るもの。 

PPC-4010 クラス２配管の溶接

部の設計 

クラス２配管の溶接部の設

計は次の(1)から(5)に示す設

計またはこれらと同等以上の

効果が得られる溶接方法によ

り溶接する設計とする。 

（略） 

 

PPD-4010 クラス３配管の溶接

部の設計 

 クラス３配管の溶接部の

設計は次の(1)から(5)に示す

設計またはこれらと同等以上

の効果が得られる溶接方法に

より溶接する設計とする。 

（略） 
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（２）技術評価の結果 

クラス３配管のフランジにおいて、クラス２配管の溶接部の設計に替えて

クラス３配管の溶接部の設計を適用する訂正は、機器クラスの整合を図った

ものであり、技術的に妥当と判断する。 

設計・建設規格 2012 年版について、訂正後の規定を技術基準規則解釈にお

いて引用するものとする。 

 
２.２.１.３ 付録材料図表 

（１）訂正の内容 

使用する材料の規格を規定した付録材料図表 Part1 使用する材料の規格

において、表４に示すように、JIS G 4317（1999）熱間圧延ステンレス鋼等

辺山形鋼を使用できる機器等の種類について、クラス２配管、クラス３配管

及びクラス４配管での使用を可と変更するものである。 

本件は、「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」（昭和 55 年通商

産業省告示第 501 号。以下「告示第 501 号」という。）の運用実績 2を踏ま

えて設計・建設規格 2005 年版を改訂した際に生じた誤りであり、技術基準

規則解釈において引用している設計・建設規格 2005 年版/2007 年追補版に誤

りがある。 

 

 

 

  

2 「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準 質疑応答集（平成 5年改訂版）」、通商産業省資源エネ

ルギー庁監修、火力原子力発電技術協会発行、平成 5年 3月 31日 
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表４ 付録材料図表 Part1 使用する材料の規格の訂正点 （下線部分は訂正部分） 

設計・建設規格 2005 年版/2007 年追補版 

原文  
 

 

 

材 料 の 規 格 

 

記 号 

機 器 等 の 種 類 

ク
ラ
ス
１
容
器 

ク
ラ
ス
２
容
器 

ク
ラ
ス
３
容
器 

ク
ラ
スM

C

容
器 

ク
ラ
ス
１
配
管 

ク
ラ
ス
２
配
管 

ク
ラ
ス
３
配
管 

ク
ラ
ス
４
配
管 

[
 

省
略 

] 

[ 省略 ] 

JIS G 4317（1999）熱間圧延ステンレス鋼

等辺山形鋼 
ＳＵＳ － ○ ○ － － － － － 

[ 省略 ] 

正誤表反映後  
 

 

 

材 料 の 規 格 

 

記 号 

機 器 等 の 種 類 

ク
ラ
ス
１
容
器 

ク
ラ
ス
２
容
器 

ク
ラ
ス
３
容
器 

ク
ラ
スM

C

容
器 

ク
ラ
ス
１
配
管 

ク
ラ
ス
２
配
管 

ク
ラ
ス
３
配
管 

ク
ラ
ス
４
配
管 

[
 

省
略 
] 

[ 省略 ] 

JIS G 4317（1999）熱間圧延ステンレス鋼

等辺山形鋼 
ＳＵＳ － ○ ○ － － ○ ○ ○ 

[ 省略 ] 

 
（２）技術評価の結果 

JIS G 4317（1999）熱間圧延ステンレス鋼等辺山形鋼は、JIS G 4304（1999）

熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯と同じ化学的成分及び機械的強度を有す

るものであるため、JIS G 4304（1999）熱間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯と

同様にクラス２配管、クラス３配管及びクラス４配管での使用を可とするこ

とは、告示第 501 号の運用実績で認められている。 

また、該当規定の本訂正後については、「日本機械学会「発電用原子力設

備規格 設計・建設規格」（2005 年改訂版）並びに流力振動及び高サイクル

熱疲労に関する評価指針の技術評価書」（平成 17 年 12 月原子力安全・保安

院、独立行政法人 原子力安全基盤機構）で、これまでの運用実績の反映を
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妥当としている。 

したがって、JIS G 4317 を使用できる機器等の種類について、クラス２配

管、クラス３配管及びクラス４配管での使用を可と変更する訂正は、技術的

に妥当と判断する。 

設計・建設規格 2005 年版/2007 年追補版について、訂正後の規定を技術基

準規則解釈において引用するものとする。 

 
 材料規格 ２.２.２

２.２.２.１ 機器等の区分と使用する材料の規格 

（１）訂正の内容 

使用する材料の規格を規定した Part2 第 1 章機器等の区分と使用する材料

の規格において、表５に示すように、JIS G 4317（2005）熱間圧延ステンレ

ス鋼形鋼を使用できる機器等の種類について、クラス２配管、クラス３配管

及びクラス４配管での使用を可と変更するものである。 

本件は、技術基準規則解釈において引用している材料規格 2012 年版に誤り

がある。 
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表５ Part2 第 1 章機器等の区分と使用する材料の規格の訂正点 

（下線部分は訂正部分） 

材料規格 2012 年版 

原文  
 

材料の規格 機 器 等 の 種 類 

種 類 

 

種別

／ 

質別 

 

記

号 

ク
ラ
ス
１
容
器 

ク
ラ
ス
２
容
器 

ク
ラ
ス
３
容
器 

ク
ラ
ス
M

C
容
器 

ク
ラ
ス
１
配
管 

ク
ラ
ス
２
配
管 

ク
ラ
ス
３
配
管 

ク
ラ
ス
４
配
管 [

 

省
略 

] 

[ 省略 ] 

JIS G 4317（2005）熱間圧延ステン

レス鋼形鋼 
[省略] － ○ ○ － － － － － 

[ 省略 ] 

正誤表反映後  
 

材料の規格 機 器 等 の 種 類 

 

種 類 

 

種別

／ 

質別 

 

記

号 

ク
ラ
ス
１
容
器 

ク
ラ
ス
２
容
器 

ク
ラ
ス
３
容
器 

ク
ラ
ス
M

C
容
器 

ク
ラ
ス
１
配
管 

ク
ラ
ス
２
配
管 

ク
ラ
ス
３
配
管 

ク
ラ
ス
４
配
管 [

 

省
略 

] 

[ 省略 ] 

JIS G 4317（2005）熱間圧延ステン

レス鋼形鋼 
[省略] － ○ ○ － － ○ ○ ○ 

[ 省略 ] 

 
（２）技術評価の結果 

２.２.３ 付録材料図表（設計・建設規格）の誤記が、材料規格 2012 年版

に引き継がれたものであり、２.２.３の（２）技術評価の結果と同様に、訂

正は技術的に妥当と判断する。 

材料規格 2012 年版について、訂正後の規定を技術基準規則解釈において引

用するものとする。 
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 溶接規格 ２.２.３

２.２.３.１ 耐圧試験 

（１）訂正の内容 

クラス１容器の耐圧試験を規定した N-1130 において、表６に示すように、

水圧により原子炉圧力容器の耐圧試験を行う場合、又は水圧により原子炉圧

力容器以外の機器の耐圧試験を原子炉圧力容器と一体で行う必要がある場

合、最初の燃料を装入した後は、耐圧保持後の検査における圧力を「通常運

転時における圧力以上の圧力」とする規定を、「通常運転時における圧力を

超える圧力」とする規定に変更するものである。 

本件は、溶接規格 2010 年追補版において新規に規定した際に生じた誤りで

あり、技術基準規則解釈において引用している溶接規格 2012 年版/2013 年追

補に誤りがある。 

 

表６ N-1130 耐圧試験の訂正点 （下線部分は訂正部分） 

溶接規格 2012 年版/2013 年追補 

正誤表反映後 原文 

N-1130 耐圧試験 

(略) 

 (5) 耐圧保持後の検査（漏えいの確認を含

む） 

表 N-X130-1 で定めた耐圧試験圧力を(4)

で定めた保持時間後，耐圧部の溶接部は，

表 N-X130-1 に示す「耐圧保持後の検査

における圧力」で漏えいの有無の確認を

しなければならない。 

なお，水圧により原子炉圧力容器の耐圧

試験を行う場合，又は水圧により原子炉

圧力容器以外の機器の耐圧試験を原子炉

圧力容器と一体で行う必要がある場合，

最初の燃料を装入した後は，耐圧保持後

の検査における圧力を通常運転時におけ

る圧力を超える圧力とする。 

 

N-1130 耐圧試験 

(略) 

 (5) 耐圧保持後の検査（漏えいの確認を含

む） 

表 N-X130-1 で定めた耐圧試験圧力を(4)

で定めた保持時間後，耐圧部の溶接部は，

表 N-X130-1 に示す「耐圧保持後の検査

における圧力」で漏えいの有無の確認を

しなければならない。 

なお，水圧により原子炉圧力容器の耐圧

試験を行う場合，又は水圧により原子炉

圧力容器以外の機器の耐圧試験を原子炉

圧力容器と一体で行う必要がある場合，

最初の燃料を装入した後は，耐圧保持後

の検査における圧力を通常運転時におけ

る圧力以上の圧力とする。 
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（２）技術評価の結果 

N-1130 と同様の規定である設計・建設規格 2012 年版の PHT-5010 では、訂

正後と同じく、耐圧保持後の検査における圧力を通常運転時における圧力を

超える圧力と規定している。耐圧保持後の検査における試験圧力について、

溶接部とそれ以外の部分の整合を図ったものであり、訂正は技術的に妥当と

判断する。 

溶接規格 2012 年版/2013 年追補について、訂正後の規定を技術基準規則解

釈において引用するものとする。 

 
  

13 



 

３. 日本電気協会正誤表により訂正された事項の技術的妥当性 

 訂正内容の分類 ３.１
日本電気協会正誤表は、漏えい率試験規程の 13 件の訂正を行うものである。これ

らの訂正のうち、技術評価の対象とする要求内容に変更のある訂正は、表７に示す

1 件であった。なお、日本電気協会正誤表を添付資料２に示す。 

 

表７ 要求内容に変更のある訂正 （○は訂正箇所を示す。） 

漏えい率試験規程 

題目 2008年版 本評価書における該当箇所 

3.1.4.4 測定系の妥当性の確認 ○ ３.２.１ 
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 要求内容に変更のある訂正に関する技術評価 ３.２
 測定系の妥当性の確認 ３.２.１

（１）訂正の内容 

測定系の妥当性の確認を規定した 3.1.4.4 において、表８に示すように、

妥当性の確認に用いる Boyle-Charles の法則による式の気体定数 R が未記載

であったものを記載するものである。 

本 件 は 、 日 本 電 気 協 会 「 原 子 炉 格 納 容 器 の 漏 え い 率 試 験 規 程

（JEAC4203-2004）」の改訂の際に生じた誤りであり、技術基準規則解釈に

おいて引用している漏えい率試験規程に誤りがある。 

 

表８ 3.1.4.4 測定系の妥当性の確認の訂正点 （下線部分は訂正部分） 

漏えい率試験規程 

正誤表反映後 原文 

3.1.4.4 測定系の妥当性の確認 

全体漏えい率試験中の原子炉格納容器

内の状態は、容器からの漏えいの有無に

かかわらず、Boyle-Charles の法則により

温度、圧力の間には相関関係が成立する。

したがって、試験開始時点と任意時間と

の圧力、温度の変化分ΔPm=Pm1-Pm2，Δ

T=T1-T2の関係は次式を満足しなければな

らない。（解説 3.1-5） 

 

 

Δ𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑚𝑚1
𝑇𝑇1
�1 − 𝑞𝑞

𝐺𝐺1
𝐻𝐻� ΔT + 𝑞𝑞

𝐺𝐺1
𝐻𝐻𝑃𝑃𝑚𝑚1  

・・・・・・・・(3.1.7) 

ただし、 

𝐺𝐺1 = 𝛾𝛾１V  𝛾𝛾１ = 𝑃𝑃𝑚𝑚1
𝑅𝑅𝑇𝑇1

 𝐺𝐺2 = 𝐺𝐺1 − ∆𝐺𝐺 

∆G = qH  
 

3.1.4.4 測定系の妥当性の確認 

全体漏えい率試験中の原子炉格納容器

内の状態は、容器からの漏えいの有無に

かかわらず、Boyle-Charles の法則により

温度、圧力の間には相関関係が成立する。

したがって、試験開始時点と任意時間と

の圧力、温度の変化分ΔPm=Pm1-Pm2，Δ

T=T1-T2の関係は次式を満足しなければな

らない。（解説 3.1-5） 

 

 

Δ𝑃𝑃𝑚𝑚 = 𝑃𝑃𝑚𝑚1
𝑇𝑇1
�1 − 𝑞𝑞

𝐺𝐺1
𝐻𝐻� ΔT + 𝑞𝑞

𝐺𝐺1
𝐻𝐻𝑃𝑃𝑚𝑚1  

・・・・・・・・(3.1.7) 

ただし、 

𝐺𝐺1 = 𝛾𝛾１V  𝛾𝛾１ = 𝑃𝑃𝑚𝑚1
𝑇𝑇1

 𝐺𝐺2 = 𝐺𝐺1 − ∆𝐺𝐺 

∆G = qH  
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（２）技術評価の結果 

気体定数 R が未記載では、Boyle-Charles の法則による式が成立しないこ

とから、訂正は技術的に妥当と判断する。 

漏えい率試験規程について、訂正後の規定を技術基準規則解釈において引

用するものとする。 

 
４. 技術評価のまとめ 

日本機械学会正誤表及び日本電気協会正誤表のうち、要求内容の変更を伴う訂正に

関して技術評価を行った結果、正誤表による訂正 13 件は技術的に妥当と判断する。 

したがって、設計・建設規格、材料規格、溶接規格及び漏えい率試験規程について

は、正誤表を適用した後の規格を技術基準規則解釈において引用するものとする。 
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JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012 年版（2014 年追補含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2012/2013/2014）正誤表 

～ 規格本文 ～

No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考

第 3 章 非破壊試験 

1 I-3-32 GTN-7210 

試験方法は、以下に定める事項を除き、日本工

業規格 JIS Z 2343-1(2001)「非破壊試験－浸透

探傷試験－第１部：一般通則：浸透探傷試験方

法及び浸透指示模様の分類」(以下JIS Z 
2343(2001)という)によらなければならない。 

試験方法は、以下に定める事項を除き、日本工

業規格 JIS Z 2343-1(2001)「非破壊試験－浸透

探傷試験－第１部：一般通則：浸透探傷試験方

法及び浸透指示模様の分類」(以下JIS Z 2343 
-1(2001)という)によらなければならない。 

2005
年版以

降

第 4 章 容器 

1 I-4-27 PVB-3114.1 

供用状態 A および供用状態 B において生ずる

応力の疲労解析に用いる繰返しピーク応力強さ

は、添付 4-2 3.1 および 3.2 における 10 回の許

容繰返し回数に対応する許容繰返しピーク応力

強さの値を超えないこと。

供用状態 A および供用状態 B において生ずる

応力の疲労解析に用いる繰返しピーク応力強さ

は、添付 4-2 3.1 または 3.2 における 10 回の許

容繰返し回数に対応する許容繰返しピーク応力

強さの値を超えないこと。

2009
追補版

以降

2 I-4-27 PVB-3114.2 Na： 繰返しピーク応力強さから求められる許容

繰返し回数（添付 4-2 3.1 および 3.2） 
Na： 繰返しピーク応力強さから求められる許容

繰返し回数（添付 4-2 3.1 または 3.2） 

2009
追補版

以降

3 I-4-30 PVB-3122.2 
(1) 

Na： 繰返しピーク応力強さから求められる許容

繰返し回数（添付 4-2 3.1 および 3.2） 
Na： 繰返しピーク応力強さから求められる許容

繰返し回数（添付 4-2 3.1 または 3.2） 

2009
追補版

以降

添付-1-1

SUGIOKA001
タイプライターテキスト
添付資料１

SUGIOKA001
長方形

SUGIOKA001
タイプライターテキスト
※赤線太枠で囲んだ部分は技術評価の対象。以下同じ。



No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

4 I-4-40 PVB-3315.2 
Na： 繰返しピーク応力強さから求められる許

容繰返し回数 
（添付 4-2 3.1 および 3.2） 

Na： 繰返しピーク応力強さから求められる許

容繰返し回数 
（添付 4-2 3.1 または 3.2） 

2009
追補版

以降 

5 I-4-135 図 PVC-4212-3 
(9/9) 

［備考］1.  
tmin：(17)から(24)まで、(31)から(35)までおよび

(38)については、t , tn または tw のうち小さい

もの。（以下省略） 

［備考］1.  
tmin：(17)から(24)まで、(31)から(35)までおよび

(38)については、t , tn または te のうち小さい

もの。（以下省略） 

 

6 I-4-173 図 PVD-4112-3 
(9/9) 

［備考］1.  
tmin：(17)から(24)まで、(31)から(35)までについ

ては、t , tn または tw のうち小さいもの。（以

下省略） 

［備考］1.  
tmin：(17)から(24)まで、(31)から(35)までについ

ては、t , tn または te のうち小さいもの。（以下

省略） 

 

7 I-4-240 図 PVE-4214-1 
(8/8) 

［備考］1.  
tmin：(17)から(24)まで、(31)および(32)について

は、t , tn または tw のうち小さいもの。（以下

省略） 

［備考］1.  
tmin：(17)から(24)まで、(31)および(32)について

は、t , tn または te のうち小さいもの。（以下省

略） 

2005
年版以

降 

第 5 章 管 

1 I-5-26 PPB-3534 
添付 4-2  3.1 および 3.2 を用いて、PPB-3533

に従って算出された繰返しピーク応力強さに対

応する許容繰返し回数 Ni を算出する。 

添付 4-2  3.1 または 3.2 を用いて、PPB-3533
に従って算出された繰返しピーク応力強さに対

応する許容繰返し回数 Ni を算出する。 

2007
追補版

以降 

2 I-5-28 PPB-3536 
(4) 

供用状態 A および B における PPB-3533 の計

算式により計算した応力を繰返しピーク応力強

さとした値は、添付 4-2 3.1 および 3.2 における

10 回の許容繰返し回数に対応する許容繰返しピ

ーク応力強さの値を超えないこと。 

供用状態 A および B における PPB-3533 の計

算式により計算した応力を繰返しピーク応力強

さとした値は、添付 4-2 3.1 または 3.2 における

10 回の許容繰返し回数に対応する許容繰返しピ

ーク応力強さの値を超えないこと。 

2007
追補版

以降 

添付-1-2

SUGIOKA001
長方形

SUGIOKA001
長方形

SUGIOKA001
長方形



No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

3 I-5-28 PPB-3536 
(5) 

供用状態 A および B における PVB-3315(1)か
ら(3)に定める応力を繰返しピーク応力強さと

し、・・・ 

供用状態 A および B における PVB-3315.1(1)
から(3)に定める応力を繰返しピーク応力強さと

し、・・・ 

2009
追補版

以降 

4 I-5-28 PPB-3536 
(5) 

・・・、添付 4-2 3.1 および 3.2 においてこれに

対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回数以

上であること。 

・・・、添付 4-2 3.1 または 3.2 においてこれに

対応する許容繰返し回数が実際の繰返し回数以

上であること。 

2007
追補版

以降 

5 I-5-104 図 PPC-4010-4 
(6/6) 

［備考］1.  
tmin：(17)から(24)までについては、t , tn または

tw のうち小さいもの。（以下省略） 

［備考］1.  
tmin：(17)から(24)までについては、t , tn または

te のうち小さいもの。（以下省略） 
 

6 I-5-117 PPD-3414 
(1) a. 

ただし、JIS B 2220 (2012) 「鋼製管フランジ」

については、PPC-4010 の溶接部の設計を満足す

るものに限る。 

ただし、JIS B 2220 (2012) 「鋼製管フランジ」

については、PPD-4010 の溶接部の設計を満足す

るものに限る。 

2010
追補版

以降 

7 I-5-150 図 PPD-4010-4 
(9/9) 

［備考］1.  
tmin：(17)から(24)まで、(31)から(35)については、

t , tn または tw のうち小さいもの。（以下省略） 

［備考］1.  
tmin：(17)から(24)まで、(31)から(35)については、

t , tn または te のうち小さいもの。（以下省略） 

2010
追補版

以降 

8 I-5-175 図 PPH-4010-4 
(9/9) 

［備考］1.  
tmin：(17)から(24)まで、(31)から(35)については、

t , tn または tw のうち小さいもの。（以下省略） 

［備考］1.  
tmin：(17)から(24)まで、(31)から(35)については、

t , tn または te のうち小さいもの。（以下省略） 

2010
追補版

以降 

添付-1-3

SUGIOKA001
長方形

SUGIOKA001
長方形

SUGIOKA001
長方形

SUGIOKA001
長方形



No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

第 6 章 ポンプ 

1 I-6-46 PMD-3330 
(9) 

軸垂直割り軸対称ケーシングをもつ多段ポン

プにおいて、図 PMD-3330-3(b)にしめすケーシン

グボルト穴と吐出ノズル内面との距離 X は、式

PMC-3 により計算した値またはボルト呼び径の

50%のうちいずれか大きい値以上であること。 

軸垂直割り軸対称ケーシングをもつ多段ポン

プにおいて、図 PMD-3330-3(b)にしめすケーシン

グボルト穴と吐出ノズル内面との距離 X は、式

PMD-3 により計算した値またはボルト呼び径の

50%のうちいずれか大きい値以上であること。 

2005
年版以

降 

第 7 章 弁 

1 I-7-16 VVB-3370(2) 

式 VVB-15 により計算した値が，260℃の温度に

おける材料規格 Part 3 第 1 章 表１に定める Sm
値の 3 倍以上の場合，応力は，PVB-3315(2)また

は(3)により計算した値とする。 

式 VVB-15 により計算した値が，260℃の温度に

おける材料規格 Part 3 第 1 章 表１に定める Sm
値の 3 倍以上の場合，応力は，PVB-3315.1(2)ま
たは(3)により計算した値とする。 

2009
追補版

以降 
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JSME 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012 年版(2014 年追補まで含む)）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2012/2013/2014）正誤表 
 

～ 規格解説 ～ 
No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

第 6 章 ポンプ 

1 I-解説 6-3 解説図 
PMB-1110-3 

  

( ボルト

のハッチ

ングの追

加) 

モータカバー（補助カバー） 

原子炉圧力容器 

ボルト 

スタッド・ナット 
モータカバー 

モータケーシング 

モータカバー（補助カバー） 

原子炉圧力容器 

ボルト 

スタッド・ナット 
モータカバー 

モータケーシング 

添付-1-5



No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

2 I-解説 6-9 解説図 
PMB-3320-1 

  

(t の矢印

の位置の

修正) 
r t 

 

t 

図において、t は計算上必要

な厚さ、r は必要最小丸み半

径を示す。 

Y X 

Y X 

r t 

 

t 

図において、t は計算上必要

な厚さ、r は必要最小丸み半

径を示す。 

Y X 

Y X 

添付-1-6



No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

3 I-解説 6-24 解説図 
PMD-1110-5 

  

(“ ポ ン

プ ”, “規
定対象範

囲外 ” の
追加) 

第 7 章 弁 

1 I-解説 7-6 
解説図 

VVB-3010-1 
(Ke は PVB-3315 の(2), (3)により計算した値) (Ke は PVB-3315.1 の(2), (3)により計算した値) 

2009 追

補版以降 

 
 

添付-1-7



JSME発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2008年版（2009年追補版含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2008/2009）正誤表 

 

                              ～ 規格本文 ～ 

No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

第 5章 管 

1 I-5-146 
図 PPD-4000-4 

(9/9) 

［備考］1.  

tmin：(17)から(24)まで、(31)から(35)については、

t，tnまたは twのうち小さいもの。（以下省略） 

［備考］1.  

tmin：(17)から(24)まで、(31)から(35)については、

t，tnまたは teのうち小さいもの。（以下省略） 

 

2 I-5-169 
図 PPH-4000-4 

(9/9) 

［備考］1.  

tmin ： (17)から(24)まで、(31)から(35)について

は、t，tnまたは twのうち小さいもの。（以下省略） 

［備考］1.  

tmin ： (17)から(24)まで、(31)から(35)について

は、t，tnまたは teのうち小さいもの。（以下省略） 

 

 

添付-1-8
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長方形

SUGIOKA001
長方形



JSME発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2008年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2008）正誤表 

 

                              ～ 規格本文 ～ 

No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

第 4章 容器 

1 I-4-27 PVB-3114 Na： 許容繰返し回数（添付 4-2 3.1および 3.2） Na： 許容繰返し回数（添付 4-2 3.1または 3.2） 
2007

追補版

以降 

2 I-4-29 
PVB-3122 

(1) 
Na： 許容繰返し回数（添付 4-2 3.1および 3.2） Na： 許容繰返し回数（添付 4-2 3.1または 3.2） 

2007

追補版

以降 

3 I-4-36 PVB-3315 

供用状態Ａ、Ｂにおける次に定める応力強さを

繰返しピーク応力強さとし、添付 4-2 3.1および

3.2 においてこれに対応する許容繰返し回数が実

際の繰返し回数以上であること。 

供用状態Ａ、Ｂにおける次に定める応力強さを

繰返しピーク応力強さとし、添付 4-2 3.1または

3.2 においてこれに対応する許容繰返し回数が実

際の繰返し回数以上であること。 

2007

追補版

以降 

 

 

添付-1-9



JSME発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版（2007年追補版含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉(JSME S NC1-2005/2007）正誤表 

 

                              ～ 規格本文 ～ 

No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

第 4章 容器 

1 I-4-34 PVB-3314 

供用状態Ａ、Ｂにおいて生ずる応力の疲労解析

による繰返しピーク応力強さは、添付 4-2 3.1お

よび 3.2 における 10 回の許容繰返し回数に対応

する許容繰返しピーク応力強さの値を超えない

こと。 

供用状態Ａ、Ｂにおいて生ずる応力の疲労解析

による繰返しピーク応力強さは、添付 4-2 3.1ま

たは 3.2 における 10 回の許容繰返し回数に対応

する許容繰返しピーク応力強さの値を超えない

こと。 

2007

追補版

のみ 

付録材料図表 

1 
I-付録図表

-2 
Part 1 

[誤] 

材 料 の 規 格 記  号 

機 器 等 の 種 類 

ク
ラ
ス
１
容
器 

ク
ラ
ス
２
容
器 

ク
ラ
ス
３
容
器 

ク
ラ
スM

C

容
器 

ク
ラ
ス
１
配
管 

ク
ラ
ス
２
配
管 

ク
ラ
ス
３
配
管 

ク
ラ
ス
４
配
管 

［ 

省 

略 

］ ［ 省 略 ］ 
JIS G 4317（1999） 熱間圧延ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ － ○ ○ － － － － － 

［ 省 略 ］ 
 

2005

年版以

降 [正] 

材 料 の 規 格 記  号 

機 器 等 の 種 類 

ク
ラ
ス
１
容
器 

ク
ラ
ス
２
容
器 

ク
ラ
ス
３
容
器 

ク
ラ
スM

C

容
器 

ク
ラ
ス
１
配
管 

ク
ラ
ス
２
配
管 

ク
ラ
ス
３
配
管 

ク
ラ
ス
４
配
管 

［ 

省 

略 

］ ［ 省 略 ］ 
JIS G 4317（1999） 熱間圧延ステンレス鋼等辺山形鋼 ＳＵＳ － ○ ○ － － ○ ○ ○ 

［ 省 略 ］ 
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JSME発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005年版）〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉（JSME S NC1-2005）正誤表 

 

                              ～ 規格本文 ～ 

No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

第 4章 容器 

1 I-4-25 PVB-3114 
Na： 許容繰返し回数（付録材料図表 Part8 図１

および図２） 

Na： 許容繰返し回数（付録材料図表 Part8 図１

または図２） 
 

2 I-4-27 
PVB-3122 

(1) 

Na： 許容繰返し回数（付録材料図表 Part8 図１

および図２） 

Na： 許容繰返し回数（付録材料図表 Part8 図１

または図２） 
 

3 I-4-34 PVB-3314 

供用状態Ａ、Ｂにおいて生ずる応力の疲労解析

による繰返しピーク応力強さは、付録材料図表

Part 8 図 1および図 2における 10回の許容繰返

し回数に対応する許容繰返しピーク応力強さの

値を超えないこと。 

供用状態Ａ、Ｂにおいて生ずる応力の疲労解析

による繰返しピーク応力強さは、付録材料図表

Part 8 図 1または図 2における 10回の許容繰返

し回数に対応する許容繰返しピーク応力強さの

値を超えないこと。 

 

4 I-4-34 PVB-3315 

供用状態Ａ、Ｂにおける次に定める応力強さを

繰返しピーク応力強さとし、付録材料図表 Part 8 

図 1および図 2においてこれに対応する許容繰返

し回数が実際の繰返し回数以上であること。 

供用状態Ａ、Ｂにおける次に定める応力強さを

繰返しピーク応力強さとし、付録材料図表 Part 8 

図 1または図 2においてこれに対応する許容繰返

し回数が実際の繰返し回数以上であること。 

 

第 5章 管 

1 I-5-25 PPB-3534 

付録材料図 表 Part 8 図 １および図 ２を用

いて、PPB-3533 に従って算出された繰返しピー

ク応力強さに対応する許容繰返し回数 Ni を算出

する。 

付録材料図 表 Part 8 図 １または図 ２を用

いて、PPB-3533 に従って算出された繰返しピー

ク応力強さに対応する許容繰返し回数 Ni を算出

する。 
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JSME発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2001年版）（JSME S NC1-2001）正誤表 

 

                              ～ 規格本文 ～ 

No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

第 4章 容器 

1 4-PVE-63 
図 PVE-4212-3 

(8/8) 

［備考］1.  

tmin：(17)から(24)まで、(31)および(32)について

は、t , tnまたは twのうち小さいもの。（以下

省略） 

［備考］1.  

tmin：(17)から(24)まで、(31)および(32)について

は、t , tnまたは teのうち小さいもの。（以下

省略） 
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JSME発電用原子力設備規格 材料規格（2012年版（2014年追補まで含む））（JSME S NJ1-2012/2013/2014）正誤表 

～ 規格本文 ～ 

No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

Part 2 第 1章 機器等の区分と使用する材料の規格 

1 16 Part 2 第 1章 表 1 下記参照 下記参照 2014年追補のみ 

誤 

              

正 
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JSME発電用原子力設備規格 材料規格（2012年版（2013年追補含む））（JSME S NJ1-2012/2013）正誤表 

～ 規格本文 ～ 

No. ページ番号 規格番号 誤 正 備考 

Part 2 第 1章 機器等の区分と使用する材料の規格 

1 16 Part 2 第 1章 表 1 下記参照 下記参照 2008年版は除く 

誤 

  

正 
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JSME 発電用原子力設備規格 溶接規格（JSME S NB1-2012 年版/2013 年追補/2014 年追補）正誤表 
 

No. ページ 規格番号 誤 正 備考 

1 第 1 部-9 N-1130 
耐圧試験 

(5) 耐圧保持後の検査（漏えいの確認を含む） 

表 N-X130-1 で定めた耐圧試験圧力を(4)で定めた保持時間後，  

耐圧部の溶接部は，表 N-X130-1 に示す「耐圧保持後の検査に  

おける圧力」で漏えいの有無の確認をしなければならない。 

なお，水圧により原子炉圧力容器の耐圧試験を行う場合，又は  

水圧により原子炉圧力容器以外の機器の耐圧試験を原子炉圧力 

容器と一体で行う必要がある場合，最初の燃料を装入した後は， 

耐圧保持後の検査における圧力を通常運転時における圧力以上の

圧力とする。 

 

(5) 耐圧保持後の検査（漏えいの確認を含む） 

表 N-X130-1 で定めた耐圧試験圧力を(4)で定めた保持時間後，  

耐圧部の溶接部は，表 N-X130-1 に示す「耐圧保持後の検査に   

おける圧力」で漏えいの有無の確認をしなければならない。 

なお，水圧により原子炉圧力容器の耐圧試験を行う場合，又は   

水圧により原子炉圧力容器以外の機器の耐圧試験を原子炉圧力  

容器と一体で行う必要がある場合，最初の燃料を装入した後は，耐圧

保持後の検査における圧力を通常運転時における圧力を超える圧力

とする。 

 

2010 年 
追補版 
以降 

2 第1部-65 

表 N-X090-3 
溶接後熱処理

を要しないもの 
（1/3） 

１．クラス 1 機器 
母材の
区分 

機器の 
区分 

溶接部の区分 ・ ・ ・ 

・・ ・・ ・・・・ ・ ・ ・ 
P-9A 
P-9B 

容器 
管 

1. すべての溶接部 （2.から 4.に 

掲げるものを除く。） 
・ ・ ・ 

2. 栓等の溶接部，ラグ，ブラケッ

ト等の溶接部（注４） 
・ ・ ・ 

管 3. 管の継手区分 B 及び継手区分 C
の突合せ溶接部 

・ ・ ・ 

4. 管の継手区分 B及び継手区分 C
のソケット溶接部 

・ ・ ・ 
 

１．クラス 1 機器 
母材の
区分 

機器の 
区分 

溶接部の区分 ・ ・ ・ 

・・ ・・ ・・・・ ・ ・ ・ 
P-9A 
P-9B 

容器 
管 

1. すべての溶接部  （2.から 4.に 

掲げるものを除く。） 
・ ・ ・ 

2. 栓等の溶接部，ラグ，ブラケット

等の溶接部（注４） 
・ ・ ・ 

管 3. 管の継手区分 B 又は継手区分 C
の突合せ溶接部 

・ ・ ・ 

4. 管の継手区分 B 又は継手区分 C
のソケット溶接部 

・ ・ ・ 
 

2012 年版 
以降 

3 第1部-66 

表 N-X090-3 
溶接後熱処理

を要しないもの 
（2/3） 

2．クラス 1 機器以外 
母材の
区分 

機器の 
区分 

溶接部の区分 ・ ・ ・ 

・・ ・・ ・・・・ ・ ・ ・ 
P-9A 
P-9B 

容器 
管 

1. すべての溶接部 （2.から 4.に 

掲げるものを除く。） 
・ ・ ・ 

2. 栓等の溶接部，ラグ，ブラケッ

ト等の溶接部（注４） 
・ ・ ・ 

管 3. 管の継手区分 B 及び継手区分 C
の突合せ溶接部 

・ ・ ・ 

4. 管の継手区分 B及び継手区分 C
のソケット溶接部 

・ ・ ・ 
 

2．クラス 1 機器以外 
母材の
区分 

機器の 
区分 

溶接部の区分 ・ ・ ・ 

・・ ・・ ・・・・ ・ ・ ・ 
P-9A 
P-9B 

容器 
管 

1. すべての溶接部  （2.から 4.に 

掲げるものを除く。） 
・ ・ ・ 

2. 栓等の溶接部，ラグ，ブラケット

等の溶接部（注４） 
・ ・ ・ 

管 3. 管の継手区分 B 又は継手区分 C
の突合せ溶接部 

・ ・ ・ 

4. 管の継手区分 B 又は継手区分 C
のソケット溶接部 

・ ・ ・ 
 

2012 年版 
以降 
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SUGIOKA001
長方形



 
No. ページ 規格番号 誤 正 備考 

4 第 3 部 
-14 

WQ-440 
資格表示 

WQ-440 資格表示 
本試験に合格した溶接士技能の資格表示は，WQ-410 確認事項

の表 WQ-410-1 の溶接方法の区分で表示する。 
 

WQ-440 資格表示 
本試験に合格した溶接士技能の資格表示は，WQ-411 溶接の方法

の表 WQ-411-1 の溶接方法の区分で表示する。 
 

2012 年版 
以降 

5 第3部-37 

図 WQ-322-1 
W-10 の試験材

料の形状，寸法 

及び試験片 

採取位置 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009 年 
追補版 
以降 

6 第 4 部

-1-24 

N-1130 
耐圧試験 
（解説） 

(4) 耐圧代替非破壊試験の種類は，機器の区分及び継手の区分に応じ，

表 N-X130-2「耐圧代替非破壊試験」で規定されている非破壊試験

の中から，溶接継手形状，材料，試験の有効性，試験性を考慮し  

適切なものを選定する。 
なお，表 N-X050-1「溶接部の非破壊試験」の非破壊試験として

表 N-X050-1 の代替試験が適用されている場合は，それ以外の 

耐圧代替非破壊試験を表 N-X1320-2 の中から選定すること。 

(4) 耐圧代替非破壊試験の種類は，機器の区分及び継手の区分に応じ，

表 N-X130-2「耐圧代替非破壊試験」で規定されている非破壊試験

の中から，溶接継手形状，材料，試験の有効性，試験性を考慮し   

適切なものを選定する。 
なお，表 N-X050-1「溶接部の非破壊試験」の非破壊試験として  

表 N-X050-1 の代替試験が適用されている場合は，それ以外の  

耐圧代替非破壊試験を表 N-X130-2 の中から選定すること。 

2013 年 
追補以降 
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No. ページ 規格番号 誤 正 備考 

7 第 4 部

-1-63 

表 N-X090-2 
溶接後熱処理 
の方法 
（解説） 

(3) 母材の厚さ 
溶接後熱処理における加熱速度及び冷却速度については「母材の

厚さ」によって決定され，熱処理時に保持温度まで加熱される被加

熱物の最も厚い部分の厚さとする。 
このため局部熱処理の場合は，次に示す通り，加熱範囲（均一温度

領域）における最も厚い部分の厚さを母材の厚さとし，参考までに

例を解説表 表 N-X090-3-2 に示す。 
 
1) 突合せ溶接に場合にあっては，該当する継手部分の母材（母材

の厚さが異なる場合は，厚い方の母材）の厚さ（余盛及び裏当て

金の厚さは含めない） 
2）・・・・・・・ 

(3) 母材の厚さ 
溶接後熱処理における加熱速度及び冷却速度については「母材の 

厚さ」によって決定され，熱処理時に保持温度まで加熱される被加熱

物の最も厚い部分の厚さとする。 
このため局部熱処理の場合は，次に示す通り，加熱範囲（均一温度領

域）における最も厚い部分の厚さを母材の厚さとし，参考までに例を

解説表 表 N-X090-3-1 に示す。 
 
1) 突合せ溶接の場合にあっては，該当する継手部分の母材（母材の

厚さが異なる場合は，厚い方の母材）の厚さ（余盛及び裏当て金

の厚さは含めない） 
2）・・・・・・・ 

2012 年版 
以降 
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原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表 －1/14－ 

JEAC4203-2008「原子炉格納容器の漏えい率試験規程」正誤表 

No.本文 1 
本文ページ 19 3.1.4.4 測定系の妥当性の確認 

誤 正

備考 誤記修正（R の追記。） 

 
添付-2-1

SUGIOKA001
タイプライターテキスト
添付資料２

SUGIOKA001
長方形

SUGIOKA001
タイプライターテキスト
※赤線太枠で囲んだ部分は技術評価の対象。以下同じ。

SUGIOKA001
長方形



原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －2/14－ 

No.本文 2 
本文ページ 23 3.2.2.3 平均漏えい率及び信頼限界 (2) 平均漏えい率及び信頼限界 

                                

誤 正 

― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

 

 
― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 

 

 

備考 誤記修正（αをａに修正。） 

（中略） （中略）
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原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －3/14－ 

No.本文 3 
本文ページ 23 3.2.2.3 平均漏えい率及び信頼限界 (2) 平均漏えい率及び信頼限界 

                             

誤 正 

  
備考 誤記修正（３行目 yiを xiに修正。４行目Ｓの記載抜けを追記，ｙの添字削除。７行目 X を S に修正，添字を下付文字に修正，8 行目＝の削除。） 
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原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －4/14－ 

解説編 

 
No.解説 1 
解説ページ 解－6 解説 2-7 絶対圧力法と基準容器法について 

                        

誤 正 

 

 

 
備考 誤記修正（添字 1 の追記。） 

 
添付-2-4



原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －5/14－ 

No.解説 2 
解説ページ 解－16 解説 3.1-1 計算式の簡略化による誤差の検討 

 

誤 正 

 
備考 誤記修正（符号「－」の追記。） 
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原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －6/14－ 

No.解説 3 
解説ページ 解－22 解説 3.2-2 計算式の簡略化による誤差の検討 

 

誤 正 

 
備考 誤記修正（不要な項の削除、括弧の追記。） 
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原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －7/14－ 

No.解説 4 
解説ページ 解－22 解説 3.2-2 計算式の簡略化による誤差の検討 

 

誤 正 

 
備考 誤記修正（３行目 Δの削除。４行目 項の追記。１５行目 符号「－」の追記。） 
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原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －8/14－ 

No.解説 5 
解説ページ 解－23 解説 3.2-3 測定計器精度による誤差の検討 

 

誤 正 

 
備考 誤記修正（「＝」の追記。） 

 
添付-2-8



原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －9/14－ 

No.解説 6 
解説ページ 解－23 解説 3.2-3 測定計器精度による誤差の検討 

 

誤 正 

  
備考 誤記修正（３行目 符号「－」の削除。５行目 符号「－」の追記。７行目 符号「－」の削除。９行目 符号「－」の削除。） 

－ 
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原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －10/14－ 

No.解説 7 
解説ページ 解－24 ～ 解－25 解説 3.2-3 測定計器精度による誤差の検討 

次ページに続く 

誤 正 

 

 
添付-2-10



原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －11/14－ 

前ページの続き 

 

誤 正 

 

備考 誤記修正（3 行目，4 行目 数値の修正。８行目，9 行目 符号「－」の追記。12 行目，13 行目 数値の修正。14 行目 符号「－」の追記。17 行目 符号「－」

の追記。22 行目，23 行目 数値の修正。） 
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原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －12/14－ 

No.解説 8 
解説ページ 解－33 解説 4-1 計算式の簡略化による誤差の検討 (3) 試験時の大気圧を標準大気圧としたことによる誤差 

 

誤 正 

 
備考 誤記修正（｢-(Po+Pg2)｣の追記。） 

 
添付-2-12



原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －13/14－ 

No.解説 9 
解説ページ 解－33 解説 4-1 計算式の簡略化による誤差の検討 (3) 試験時の大気圧を標準大気圧としたことによる誤差 

 

誤 正 

  
備考 誤記修正（「－1」の追記。） 
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原子炉格納容器の漏えい率試験規程（JEAC4203-2008）正誤表                  －14/14－ 

No.解説 10 
解説ページ 解－35 解説 4-2 測定計器精度による誤差の検討 

 

誤 正 

 

 

 

 
備考 誤記修正（５行目，６行目 符号の修正。） 

 
添付-2-14
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